
平成 19年 9月 26日 判決言渡 同 日原本領収 裁 判所書記官 大 琢 義 幸
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代表者中央執行委員長

東京都中央区京橋三丁 目6番 3号

参    加    入

代 表 者 執 行 委 員 長

東京都文京区小石川四丁 目4番 2号

参    加    人

代 表 者 支 部 長

東京都練馬区石神井台三丁 目3番 7号

参    加    人

代 表 者 支 部 長

上記 4名 訴訟代理人弁護士

同

同

同

同

同

同

同

(以下 「参加人郵産労」 とい う。)

山   崎       清

京橋通郵便局内

郵政産業労働組合東京地方本部

山   下        覚

小石川郵便局内

郵政産業労働組合小石川支部

(以下 「参加人小石川支部」 とい う。)

土 居   健    二

石神井郵便局内

郵政産業労働組合石神井支部

(以下 「参加人石神井支部」 とい う。)

吉   田

小   林   譲

佐   藤   仁

菊   池

上   野

大 川  原

隆

十
フ〔当｀

紘

格

栄

主

伊 藤 幹 郎

大   崎    潤    一

新 宅 正 雄

文

1 本 件控訴を棄却する。

2 控 訴費用 (参加の費用を含む。)は 控訴人の負担 とする。

事 実  及  び  理  由

第 1 控 訴の趣旨
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1 原 判決を取 り消す。

2 被 控訴人が平成 10年 (不)第 5号 事件について平成 16年 11月 4日 付け

で した命令を取 り消す。

3 訴 訟費用は,第 1)2審 とも被控訴人及び参加人 らの負担 とする。

第 2 事 案の概要 (略語等は,原 貝Jとして,原 判決に従 う。)

1 本 件は,控 訴人の職員で組織する労働組合である参加人 らが,組 合事務室が

貸与 されないことは不当労働行為に該当すると主張 して救済申立てをした (平

成 10年 (不)第 5号 事件。以下 「本件救済申立て」 とい う。)と ころ,被 控訴

人が平成 16年 11月 4日 付けで救済命令 (以下 「本件命令」 とい う。)を 発

したので,控 訴人がその取消 しを求めた事案である。

原審は,控 訴人は,小 石川郵便局の 2つ の組合 (全逓信労働組合 (平成 16

年 6月 に 日本郵政公社労/Sj組合に名称変更。以下,名 称変更前は 「全逓」,名

称変更後を 「JPU」 とい う。)月 石ヽ川総分会 (現JPU池 袋支部小石川総分

会)及 び全 日本郵政労働組合 (以下 「全郵政」 とい う。)イ 石ヽ川支部)及 び石

神井郵便局の 2つ の組合 (全逓石神井支部 (現」PU池 袋支部石神井総分会)

及び全郵政石神井支部)に ついては,局 舎の新築や新館の建築に際し,組 合事

務室 として貸与すべきスペースを確保 して設計,建 築 し,そ れぞれ局舎の一部

を組合事務室 として貸与 しているのであるから,参 加人小石川支部及び参加人

石神井支部 (以下 「参加人各支部」とい う。)に 対 しても,同 様に貸与すべき

スペースを捻出 しなければならないところ,控 訴人は,参 加人小石川支部につ

いては昭和 59年 以降,参 加人石神井支部については昭和 58年 以降
一

員 して

組合事務室 として貸与すべきスペースを作ることが全 くできなかったとい うわ

けではないにもかかわらず,参 加人各支部の貸与要求を拒否 し続けてきたもの

であって,参 加人各支部に組合事務室を貸与 しなかったことについて合理的な

理由があったとはいえず,労 働組合法 7条 3号 の不当労働行為 (支配介入)に

該当し,本件命令 を発するにつき被控訴人に裁量の逸脱濫用はないなどとして,
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控訴人の請求を棄却 したため,控 訴人が控訴 した。

2 前 提 となる事実,争 点及び争点についての当事者の主張は,原 判決の 「事実

及び理由」第 2の 1な い し3に 摘示 されたとお りであるから,これを引用する。

第 3 当 裁判所の判断

1 当 裁判所も,控 訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次 の

とお り原判決を訂正 し,控 訴人のその余の主張に対する判断を次項に付カロする

ほか,原 判決の 「事実及び理由」第 3の 1な い し7に 説示 されたとお りである

から,こ れを引用する。

(原判決の訂正)

(1)14頁 3行 目の 「使用者が」から7行 目末尾までを次のとお り改める。

「使用者が,上 記のような意図に基づいて,一 方の組合に組合事務室等を貸与

しておきながら,他 方の組合に対 して一切貸与を拒否するといつた差別的な

取扱いをすることは,使 用者の支配介入に当たるとい うべきであり,組 合活

動における組合事務所の重要性に照らして,上 記の取扱いを異にすることに

つき合理的な理由が立証 されない限り,他 方の組合の活動力を低下させその

弱体化を図ろうとする意図を推認 させるものとして,当 該取扱いは労働組合

法 7条 3号 の不当労働行為に該当すると解すべきであつて (最高裁昭 57の

第 50号 同 62年 5月 8日 第二小法廷判決 ・集民 151号 1頁 参照))更 に

使用者が当該他方の組合を敵視 し,そ の弱体化を企図する等の積極的な動機

を有することを要するものではない。」

(2)14頁 24行 目の 「るけれ ども」を 「る。確かに, 日本郵政公社施設管理

規程 (甲53)に よれば,郵 便局の庁舎は,本 来, 日本郵政公社の組織に属

する諸機関において遂行する事業及びその事業の事務の用に供することを目

的 として設置 され (同規程 1条 ),そ の 目的外に使用することが原則 として

制限され,施 設等における業務の正常な遂行を含む秩序維持等に支障がない

と認める場合に限 り施設等の目的外使用承認ができると規定されている (同
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規程 7条 )か ら,組 合事務所 としての貸与においても,こ の観フ点からの郵便

局長による裁量判断を要するものといえる。 しか し,こ の裁量判断において

も使用者 としての平等取扱いない し中立保持の要請が後退す るものではな

く,」と改める。

(3)15頁 2行 日末尾に次のとお り加える。

「控訴人は,組 合事務室の使用の許否に当た り,業 務上等の支障の有無が各郵

便局長の裁量半Ⅲ断にゆだねられていることから,各 郵便局長の判断に裁量権

の逸脱濫用がない限 り,組 合事務室を貸与 しないことについて合理的な理由

が存在するとも主張する。 しか し,既 に説示 したとお り,組 合事務室の貸与

に関 して複数組合に対する対応に相違があり,一 部組合に不利益な取扱いを

するときは, この取扱いに関する合理的理由は,使 用者の裁量の内容 (平等

取扱いない し中立保持の要請に反 しない事情があること,あ るいはこの要請

に沿わないことを相当とする事情があること等)を 含めて,使 用者において

立証すべきものである。 したがつて,郵 便局長の上記裁量の存在を理由に,

相手方がその裁量権の行使の逸脱濫用を主張立証する責任を負った り,又 は

使用者の合理性の立証が緩和 された りするものと解すべきではない。」

(4)21頁 13行 目の 「甲62の 2」 及び 「甲64の 1」 の次にそれぞれ 「,

弁論の全趣 旨」を加 え,同 頁 14な い し15行 目の 「年末年始繁忙期におい

ても,」から同頁 17行 目末尾までを次のとお り改める。

「2階 貯金課休″目、室,応 接コーナーとして比較的広いスペースが取 られてい

るなど,余 裕が全 くない状態ではない (甲76な いし78, 79の 1な いし

3, 80の 1な い し3)81, 82の 1な いし3, 84な い し87の 各 1,

2)。」

(5)22頁 14行 目ない し15行 目の 「両室 とも用途が決まってお らず,」か

ら同頁 18行 目末尾までを次のとお り改める。

「全逓小石川総分会については,従前の局舎で組合事務室が貸与 されてお り,
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新築後の現局舎においても引き続き組合事務室が貸与 されているのであるか

ら,控 訴人は,現 局舎の新築に際 し,新 たに区画 として区切 られた部屋を設

けた上,こ れを組合事務室 として貸与 したものであ り,組 合事務室として貸

与すべき新たなスペースを工夫 して捻出したものと認められる。また,全 郵

政小石川支部についても,全 逓小石川総分会 と同じ昭和 51年 10月 25日

付けで組合事務室の貸与申請がされ,同 年 12月 1日 付けで,同
一の条件を

もつて組合事務室の使用許可がされているのであるから(甲190,191),

全逓小石川総分会 と同様に,現 局舎の新築に際 し,組 合事務室 として貸与す

べき新たなスペースが工夫 して捻出されたものと認められる。」

(6)24頁 19行 目の 「新局舎」から20行 日の 「事情」までを 「組合事務室

として貸与すべき新たなスペースを工夫 して捻出したとの事情」と改める。

(7)29頁 25行 目ない し26行 目の 「甲95の 1な い し3」 の次に 「,弁 論

の全趣 旨」を, 30頁 1行 目の 「甲96の 1な い し3」 の次に 「, 125の

3)弁 論の全趣 旨」を,同 頁 2行 目の 「甲 112な い し114」 の次に 「)

125の 10,弁 論の全趣 旨」を,同 頁 3行 目の 「甲 115の 1, 2」 の次

に 「, 125の 11)弁 論の全趣 旨」を,同 頁 4行 目の 「甲89な い し12

2」 の次に 「,弁 論の全趣旨」を,そ れぞれ加 える。

(8)31頁 3行 目の 「両室 とも用途が決まってお らず,」か ら同頁 6行 日末尾

までを次のとお り改める。

「両組合については,従 前の局舎においてそれぞれ組合事務室が貸与されて

お り,昭 和 50年 に新館が増築 された後の局舎においても引き続き組合事務

室が貸与されているのであるから (甲36の 1, 2),控 訴人は,新 館の増

築に際 し,新 たに区画 として区切 られた部屋を設けた上,こ れを組合事務室

として貸与 したものであ り,両 組合に対 し,組 合事務室 として貸与すべき新

たなスペースを工夫 して捻出したものと認められる。」

2 控 訴人のその余の主張に対する判断
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(1)控 訴人は,参 加人各支部について組合事務室を貸与できなかったことから

局舎内の会議室の使用を許可 してお り (甲127, 128),参 加人各支部

から人事交流に関 して不当労働行為であるとして申し立てられた救済命令の

申立てについて,被 控訴人は不当労働行為意思がない と判断 してお り (甲1

26), さ らに,控 訴人は,他 の郵便局において参加人郵産労に対 して組合

事務室を貸与 しているのであるか ら (甲56),控 訴人に不当労働行為意思

はないなどと主張する。

しか し,控 訴人が主張する上記諸事情は,継 続的な組合事務室の貸与とは

異なる単発的な会議室の使用許可や,組 合事務室の貸与の問題 とは異なる人

事交流の問題における不当労働行為意思の有無や,他 の郵便局における組合

事務室貸与の事実にすぎず,い ずれ も,小 石川郵便局及び石神井郵便局のそ

れぞれについて,他 の 2つ の組合 (全逓小石)1総分会 (現」PU池 袋支部小

石川総分会),全 郵政小石)|1支部,全 逓石神井支部 (現JPU池 袋支部石神

井総分会),全 郵政石神井支部)に 組合事務室を貸与する一方で,参 加人各

支部に対 して組合事務室の貸与を拒否することについての合理的な理由を基

礎付けるものではなく,不 当労働行為意思の推認 を覆すには足 りない。

(2)ア 控 訴人は,小 石川郵便局の現局舎を新築するについて全逓小石川総分会

及び全郵政小石川支部に組合事務室 として貸与すべきスペースを確保する

ために,「予備室」又は 「図書室」を設計 し,建 築 した事実はなく,石 神

井郵便局についても同様であるから,参 加人各支部についても,何 らかの

工夫をしてスペースを捻出しなければならない とい うことはできず)参 加

人各支部に組合事務室を貸与するのは,使 用 しない施設が生 じるか,業 務

上の支障を来 さない範囲で組合事務室 として貸与可能な施設を生み出すこ

とができた場合に限られるなどと主張する。

しかしながら,前 記 1(2)及び(3)のとお り,被 控訴人は,全 逓小石川総分

会については小石川郵便局の現局舎を新築するに際 し,全 逓石神井支部及
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び全郵政石神井支部については石神井郵便局の新館を増築するに際 し,そ

れぞれ,新 たに区画 として区切 られた部屋を設けた上,こ れを組合事務室

として貸与 したものであり,上 記各組合に対 し,組 合事務室 として貸与す

べき新たなスペースを工夫 して捻出したとい うのであるから,使 用者の平

等取扱義務ない し中立保持義務の観点からは,参 加人各支部についても)

上記各組合 と同様に,何 らかの工夫をして組合事務所 として貸与すべき新

たなスペースを捻出しなければならないとい うべきである。そして,上 記

各組合に対する組合事務所の貸与の経緯を考慮すると,参 加入各支部につ

いて,組 合事務所 として貸与すべき新たなスペースを捻出するとは,既 に

存在する区画 として区切 られた部屋が使用 されなくなった場合や,偶 々業

務に支障がない施設が生 じた場合に限らず,部 屋の用途の廃止や レイアウ

トの変更が行われる際などに,新 たなスペースを工夫 して捻出することが

含まれるとい うべきである。 し たがつて,参 加人各支部に組合事務室を貸

与するのは,使 用 しない施設が生 じるか,業 務上の支障を来 さない範囲で

組合事務室 として貸与可能な施設を生み出す ことができた場合に限られる

とする控訴人の主張は採用できない。

イ 労 働組合法 7条 は,「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上

の援助を与えること」をしてはならない (同条 3号 )カミ,例 外 として 「最

小限の広 さの事務所の供与」等を除くと規定 している (同号ただし書)と

ころ,一 般に経費援助については,使 用者が労働組合に与える経済的利益

に着 目し,労 働組合の自主性を阻害するために禁止 されているものと考え

られることか ら,使 用者が労43j組合に対 し,組 合事務所を貸与することが

「最小限の広 さの事務所の供与」に当たる場合には,不 当労働行為 として

の経費援助に当たらないとい うべきであつて,当 該事務所を設置するため

に使用者が一定の費用を要 したか否かに関わらないとい うべきである。 し

たがつて,本 件において,控 訴人が参加人各支部に対 し,組 合事務所 とし
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て貸与するために新たに区画 として区切 られた部屋を作る場合,仮 に,小

石川郵便局地下 2階 保険課倉庫を事務室として改修する費用 として約 17

0万 円 (甲197の 1, 2),石 神井郵便局別館 1階 に仕切 りを設けた上

で事務室を設置する費用 として約 150万 円 (甲202)カ ミ必要 となると

しても,こ れをもつて,当 該組合事務所の貸与が同条 3号 が禁止する経費

援助に当たるとい うことはできない。

ウ 控 訴人は,小 石川郵便局及び石神井郵便局では,現 時点において,平 成

19年 10月 1日 の郵政公社の民営 ・分社化へ向けて局舎内工事等が行わ

れているところ,民 営 ・分社化後は局舎の問仕切 り工事等により局舎はさ

らに狭臨な状態になってお り,本 件命令の履行が極めて困難な状況にある

旨主張するが,上 記の諸事情は,本 件命令の取消事由として考慮すること

はできないとい うべきである。

(3)控 訴人は,本件命令書では,被 申立人を日本郵政公社総裁 と認定しながら,

当事者の追加の手続 もなしに,法 人である日本郵政公社を名宛人たる被申立

人 と表示 していることから,本 件命令手続に違法があると主張する。

しかし,労 働組合法 27条 の救済命令の被 申立人及び名宛人 とされる 「使

用者」は,同 法 7条 にい う 「使用者」であり,法 律上独立 した権利義務の帰

属主体 (法主体)で あることを要するから,救 済命令の申立てにおいて当該

法主体の機関又は構成部分が表示 されていたとしても,申 立ての趣旨を合理

的に解釈するときは,当該法主体を当事者 とするものと解するに妨げはない。

救済命令の名宛人 として当該法主体の機関又は構成部分を表示することは,

救済命令の当事者の表示の瑕症 とい うべきであるが,そ の場合でも,合 理的

解釈により当該法主体を名宛人 とする趣 旨と合理的に解釈すべきこと (最高

裁昭和 56年 の第 205号 ,第 206号 ,同 60年 7月 19日 第二小法廷判

決 ・民集 39巻 5号 1266頁 参照)か らすれば,救 済命令の名宛人を当該

法主体と善解 して表示することに何 らの違法はない。
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これを本件についてみると,本 件命令書では,被 申立人との表題の下に控

訴人の代表者 として公社総裁を掲げたものであり,そ の上で,法 主体性を有

する日本郵政公社を本件命令の名宛人 と善解する旨を明記 しているのであっ

て,本件命令手続において当事者の変更がされたものと解すべきではない(本

件命令手続において被申立人が提出した平成 15年 4月 18日 付け被申立人

組織等変更届は,郵 政事業庁から控訴人への移行により,総 務大臣の表示を

日本郵政公社総裁に変更すべき旨の届出にすぎない。)

3 控 訴人のその余の主張も,上 記認定,判 断を左右するものではない。

4 よ って,控 訴人の請求を棄却 した原半」決は相当であり,本 件控訴は理由がな

いか ら棄却することとして,主 文のとお り判決する。

東京高等裁判所第 11民 事部

裁判長裁判官     富    越    和    厚

裁判官     岩    井    伸    晃

裁判官     横    田    典    子

これ は正 本 で あ る。

平成r 9年 得 月2る 日
     | | | | l i t i F I

東京高等裁判所第11民事部    ■ ■|||'十

裁判所書品曽 大 塚 義 幸‐ I T  I

_ 1 0 _  東京 高 等 裁 判 所


